
定時株主総会
招集ご通知

2 0 2 2 年 ４ 月 １ 日
▼

2 0 2 3年 ３ 月31日

証券コード：7932

2023年６月28日（水曜日）
午前10時 受付開始：午前9時

開催
日時

東京都足立区千住緑町一丁目１番１号 
当社本店１階ホール

開催
場所

第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役８名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 補欠取締役１名選任の件
第５号議案  補欠監査役１名選任の件
第６号議案  退任取締役及び退任監査役

に対し退職慰労金贈呈の件

決議
事項
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証券コード 7932
2023 年 ６ 月 ８ 日

（電子提供措置の開始日 2023年６月３日）
株 主 各 位

東京都足立区千住緑町一丁目１番１号

代表取締役社長 伊 藤 裕 子

第176回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第176回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の次のウェブサイ

トに電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト
https://www.nippi-inc.co.jp/IR_info/tabid/270/Default.aspx

また、この他に、インターネット上の次のウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
※ウェブサイトにアクセスして、銘柄名「ニッピ」又はコード「7932」を入力・検索し、
「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席願えない場合は、インターネット等又は書面（郵送）により議決権を行使す
ることができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のう
え、「議決権行使についてのご案内」（３～４頁）に従いまして、2023年６月27日（火曜日）午
後５時20分までにインターネット等又は書面（郵送）により事前に議決権をご行使くださいま
すようお願い申し上げます。

敬 具
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記
1. 日 時 2023年６月28日（水曜日）午前10時（受付開始 午前９時）
2. 場 所 東京都足立区千住緑町一丁目１番１号 当社本店１階ホール
3. 会議の目的事項
報 告 事 項 1.第176期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告、連結計

算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第176期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役８名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 補欠取締役１名選任の件
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
第６号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させ
ていただきます。

◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りい
たしますが、当該書面は法令及び当社定款の定めにより、次に掲げる事項を除いております。
①連結計算書類の「連結注記表」
②計算書類の「個別注記表」
従いまして、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報
告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

◎お土産の配布は、行っておりません。

最新の情報は、当社ウェブサイト（https://www.nippi-inc.co.jp/）をご確認ください。
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議決権行使についてのご案内

株主総会にご出席される場合

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、次の３つの方法がございます。

開催日時

開催場所 東京都足立区千住緑町一丁目１番１号
当社本店１階ホール

2023年６月28日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

2023年６月27日（火曜日）
午後5時20分到着分まで

行使期限

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、
行使期限までに到着するようご返送ください。郵送
の際は、同封の記載面保護シールをご利用ください。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない
場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱
わせていただきます。

書面（郵送）により
議決権をご行使される場合

2023年６月27日（火曜日）
午後5時20分まで

行使期限

次頁の「インターネットによる議決権行使のご利用上
の注意点」をご参照のうえ、行使期限までに賛否を
ご入力いただき、ご送信ください。

インターネットにより
議決権をご行使される場合

インターネット又は書面（郵送）により議決権をご行使される場合
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お問い合わせ先について

ご不明点は、株主名簿管理人であるみずほ信託銀行証
券代行部（以下）までお問い合わせください。

ご注意
■「スマート行使」による議決権行使後に行使内容を修正したい場合は、

お手数ですが上記②に記載の方法でご修正いただきますようお願い
申し上げます。

■ 書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合
は、インターネットによるものを有効とします。インターネットに
て複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。

■ インターネット接続・利用に係る費用は株主様のご負担となります。
■ インターネットによる議決権行使は一般的なインターネット接続機器

にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器やその状況によって
はご利用いただけない場合があります。

▌議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先

ふ0120-768-524（年末年始
を除く 9:00～21:00）

▌上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先

ふ0120-288-324（平日 9:00～17:00）

議決権行使コード・パスワード入力による方法

「スマート行使」（スマートフォン用議決権行使ウェブサイト）による方法

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

以降は画面の案内に従って
賛否をご入力ください。

●  パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。今回の総会
のみ有効です。なお、パスワードを弊社よりお尋ねすることはございません。

●  パスワードは、一定回数以上連続して間違えるとロックされ使用できなくなります。
ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続きください。

「議決権行使ウェブサイト」（上記URL）にアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード
及びパスワードにてログインのうえ、画面の案内に従って行使内容をご入力ください。
なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

同封の議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを
スマートフォン等にてお読み取りいただき、「スマート行使」
へアクセスした上で、画面の案内に従って行使内容をご入力
ください。
なお、議決権行使コード・パスワードのご入力は不要です。

「スマート行使」による議決権行使は１回限りです。

（注）「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。QRコードを読み取れるアプリケーション（または機能）の導入が必要です。

クリック

クリック

入 力
入 力

クリック

「ログイン用QR
コード」はこちら

インターネットによる議決権行使のご利用上の注意点

1

2

見本

見本
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 剰余金処分の件

当社は、株主の皆様への配当の充実を図りながら、将来の事業展開と経営体質強化のた
めに必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続していくことを基本方針としてお
ります。
当期の剰余金の処分につきましては、株主の皆様への配当の充実を考慮し、期末配当金

として、次のとおりとさせていただきたく存じます。

① 配当財産の種類
金銭といたします。

② 配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき80円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は、230,081,920円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月29日といたしたいと存じます。
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第２号議案 取締役８名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役全員（８名）が任期満了となります。つきましては、

取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

１

再任

伊
い

藤
とう

隆
たか

男
お

(1943年１月28日生)

1966年４月 高砂ゴム工業株式会社入社
1985年11月 大鳳商事株式会社代表取締役社長（現在）
1998年６月 当社顧問
1998年10月 大倉フーズ株式会社代表取締役
1999年６月 当社取締役
2001年５月 大倉フーズ株式会社代表取締役会長（現在）
2001年６月 当社常務取締役
2001年10月 株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長
2003年６月 当社代表取締役社長
2003年６月 ニッピコラーゲン工業株式会社代表取締役社長
2005年８月 株式会社日本コラーゲン代表取締役社長
2007年12月 ニッピ都市開発株式会社代表取締役社長
2009年１月 財団法人日本皮革研究所(現一般財団法人日本皮革研究所)理事長
2009年１月 鳳凰事業株式会社代表取締役社長
2009年１月 日本皮革株式会社代表取締役（現在）
2009年６月 中央建物株式会社社外取締役（現在）
2010年６月 株式会社リーガルコーポレーション社外取締役
2013年６月 ニッピ都市開発株式会社代表取締役会長（現在）
2019年４月 当社代表取締役会長（現在）
重要な兼職の状況
大鳳商事株式会社 代表取締役社長
大倉フーズ株式会社 代表取締役会長
日本皮革株式会社 代表取締役
中央建物株式会社 社外取締役
ニッピ都市開発株式会社 代表取締役会長

27,188株

〈取締役候補者とした理由〉
伊藤隆男氏は、2003年から代表取締役社長、2019年から代表取締役会長を務めており、当社における豊富な業務

経験と会社の経営全般に関する広い知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

２

再任

伊
い

藤
とう

裕
ゆう

子
こ

(1969年８月19日生)

2004年９月 当社入社
2014年10月 大倉フーズ株式会社取締役（現在）
2015年７月 当社執行役員
2017年６月 株式会社ニッピコラーゲン化粧品取締役
2019年６月 同社常務取締役
2019年７月 当社経営企画室プロジェクトリーダー
2021年 5 月 株式会社マトリクソーム取締役（現在）
2021年 6 月 当社取締役
2021年 6 月 当社経営企画室長
2021年６月 当社化粧品・健康食品事業部、関係会社、知財担当
2021年 6 月 株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長（現在）
2023年 4 月 当社代表取締役社長（現在）
重要な兼職の状況
株式会社ニッピコラーゲン化粧品 代表取締役社長

412株

〈取締役候補者とした理由〉
伊藤裕子氏は、入社以来、営業部門・管理企画部門に従事し、執行役員として経営企画部門及び子会社役員を務め

ております。その後、当社取締役を経て2023年4月に代表取締役社長に就任しました。当社業務全般に精通し、
MBA就学を経て、当社グループの経営に大きく寄与していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

3

再任

井
いの

上
うえ

善
よし

之
ゆき

(1962年５月８日生)

1986年４月 当社入社
2013年９月 当社経理部長（現在）
2019年６月 当社経営企画室長
2019年６月 当社取締役（現在）
2019年６月 当社財務部門担当（現在）
2020年６月 当社皮革事業部担当（現在）
2021年６月 当社総務部担当（現在）
2021年 8 月 日皮（上海）貿易有限公司董事長（現在）
2023年４月 当社関係会社担当（現在）
重要な兼職の状況
日皮（上海）貿易有限公司 董事長

1,010株

〈取締役候補者とした理由〉
井上善之氏は、当社の経理部門に長年にわたり携わり、当社グループの経理・財務及び経営管理に関する豊富な経

験と知見を有しており、今後も当社グループの財務体質の強化への貢献が期待されるため、引き続き取締役候補者と
いたしました。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

4

再任

深
ふか

澤
さわ

幸
ゆき

洋
ひろ

(1961年４月22日生)

1985年４月 当社入社
1985年４月 ニッピコラーゲン工業株式会社へ出向
2013年７月 同社富士宮工場 工場長代理
2014年６月 同社取締役
2014年７月 同社（現当社）芝川工場工場長（現在）
2019年６月 同社（現当社）コラーゲン・ケーシング製造統括長
2019年７月 当社執行役員
2021年 6 月 当社取締役（現在）
2021年６月 当社コラーゲン事業部製造部門担当（現在）
重要な兼職の状況
なし

400株

〈取締役候補者とした理由〉
深澤幸洋氏は、入社以来、コラーゲン・ケーシング事業における製造部門に従事し、執行役員として芝川工場長を

務めるなど、製造分野、技術分野に関する豊富な経験・知見を有しております。今後も当該事業を含め、当社グルー
プの拡大発展に寄与するものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

５

新任

野
の

村
むら

聡
あきら

(1962年５月19日生)

1985年４月 当社入社
1985年４月 ニッピコラーゲン工業株式会社へ出向
2013年１月 当社コラーゲン事業部営業部カスタマーサービス室長
2014年１月 当社コラーゲン事業部営業部品質保証室長
2019年６月 当社バイオ・ケミカル営業部長（現在）
2019年６月 当社バイオ・ケミカル製造部長（現在）
2019年７月 当社執行役員
2021年７月 当社上席執行役員（現在）
重要な兼職の状況
なし

879株

〈取締役候補者とした理由〉
野村聡氏は、入社以来、長年にわたり製造部門及び顧客サポート部門に従事し、2019年７月からは執行役員とし

てバイオ・ケミカル営業部長及び同製造部長を務めております。技術分野、営業分野、顧客サポート及び海外営業活
動に関する豊富な経験と深い知見を有しております。これまで培ってこられた経験、知見は当社グループの発展に資
するものと判断し、取締役候補者といたしました。

６

新任

佐
さ

野
の

武
たけ

彦
ひこ

(1963年９月15日生)

1986年４月 当社入社
2016年４月 当社富士工場管理部長
2019年６月 当社富士工場長（現在）
2019年 7 月 当社執行役員（現在）
重要な兼職の状況
なし

0株

〈取締役候補者とした理由〉
佐野武彦氏は、入社以来、主にゼラチン関連業務に従事し、富士工場管理部長を経て2019年７月から執行役員と

して富士工場長を務めております。これらの当社における豊富な業務経験と海外との原料取引をはじめとしたゼラチ
ン事業に関する深い見識は当社グループの発展に寄与するものと判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

7

新任

宮
みや

脇
わき

幹
かん

太
た

(1964年５月30日生)

1988年４月 大倉商事株式会社入社
2000年11月 長瀬産業株式会社入社
2018年９月 当社入社
2021年６月 当社労務人事部長（現在）
2021年７月 当社執行役員（現在）
2023年４月 当社経営企画室長（現在）
重要な兼職の状況
なし

0株

〈取締役候補者とした理由〉
宮脇幹太氏は、同氏の経歴を通じて財務、経理、人事、経営企画等の業務に携わり、同業務の豊富な経験・知見を

有しております。当社においては、2021年7月より執行役員として労務人事部長を務めております。これらの経験・
知見は当社グループの企業価値の向上とコーポレート・ガバナンス体制強化への貢献が期待されるため、取締役候補
者といたしました。

８

再任

村
むら

上
かみ

勝
かつ

彦
ひこ

(1942年６月８日生)

1974年４月 東京経済大学経済学部専任講師
1978年４月 東京経済大学経済学部助教授
1988年４月 東京経済大学経済学部教授
1996年４月 東京経済大学経済学部長
2000年４月 東京経済大学学長
2008年６月 学校法人東京経済大学理事長
2013年４月 東京経済大学名誉教授（現在）
2013年６月 当社取締役（現在）
2016年６月 公益財団法人大倉文化財団理事長（現在）
重要な兼職の状況
東京経済大学 名誉教授
公益財団法人大倉文化財団 理事長

0株

〈社外取締役候補者とした理由及び期待される役割〉
村上勝彦氏は、長年にわたり東京経済大学経済学部の教授を務め、経済学の専門家として活躍され、その後、学校

法人の理事長として同法人の経営に携わっております。当社においては社外取締役として客観的な視点で独立性をも
った経営への参画を期待しております。当社社外取締役以外に会社経営に直接関与した経験はありませんが、これま
で培ってこられた高い見識と豊富な経験を当社の経営に活かしていただけるものと考え、引き続き取締役候補者とい
たしました。

（注）1. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 取締役候補者のうち、村上勝彦氏は社外取締役候補者であります。
3. 村上勝彦氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって10年となります。
4. 村上勝彦氏は、東京証券取引所に独立役員として届出ております。
5. 村上勝彦氏は、当社と会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損

害賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
なお、本議案が承認可決され、同氏が再選された場合、引き続き上記責任限定契約を継続する予定であります。

6. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる訴訟費用・損害賠償
金等にかかる経済的損害を当該保険契約により補填することとしております。各取締役候補者は当該保険契約の被
保険者に含められることになります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

2023年05月27日 09時51分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 10 ―

＜取締役のスキル・マトリックス＞
当社の継続的な企業価値向上の実現に必要と考える取締役のスキルを１.企業経営、２.製造技術・研究開発、

３.マーケティング・営業、４.財務・ファイナンス、５.法務・コンプライアンス・ガバナンス、６.海外に関す
るスキルと定義しております。
当社は当社の求めるスキルを持つ取締役候補者を適切に選定しております。各取締役候補者が取締役に選任

された場合における当社取締役のスキル一覧は、下表のとおりです。

地位 氏 名 性別 管掌分野
取締役が有している主要な専門性と経験

企業
経営

製造技術
研究開発

マーケ
ティング
営業

財務
ファイ
ナンス

法務
コンプラ
ガバナンス

海外

代表
取締役
会長

伊 藤 隆 男 男 〇 〇 〇

代表
取締役
社長

伊 藤 裕 子 女 サステナビリティ委員会委員長
リスクマネジメント委員会委員長 〇 〇 〇 〇

取締役 井 上 善 之 男
経理部長、
皮革事業部・財務部門
関係会社担当

〇 〇 〇

取締役 深 澤 幸 洋 男 コラーゲン事業部担当 〇 〇

取締役 野 村 聡 男 バイオ・ケミカル事業部、
バイオマトリックス研究所担当 〇 〇 〇

取締役 佐 野 武 彦 男 ゼラチン事業部担当 〇 〇

取締役 宮 脇 幹 太 男
労務人事部長
経営企画室長
労務人事部・総務部担当

〇 〇 〇

社外
取締役 村 上 勝 彦 男 〇 〇 〇

なお、上記の一覧表は各氏の経験などをふまえ、より専門的な知見を有する分野を示しており、有する全ての
知見を表すものではありません。
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第３号議案 監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役早山徹氏は任期満了となりますので、監査役１名の選

任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

新任

福
ふく

田
だ

秀
ひで

明
あき

(1960年４月４日生)

1984年 4 月 大倉商事株式会社入社
1994年７月 OKURA & CO.（AMERICA）.INC出向駐在
1999年２月 日本コダック株式会社入社
2005年11月 株式会社日本ローパー入社
2005年11月 同社管理本部長
2011年３月 株式会社ミスミ入社
2011年３月 株式会社駿河生産プラットフォーム出向
2011年３月 同社ファイナンス部長
2012年７月 株式会社ＳＰパーツ出向
2012年７月 同社取締役総務経理部長
2016年５月 武州製薬株式会社入社
2016年５月 同社経理財務部長
2020年４月 公益財団法人大倉文化財団入職（現在）
重要な兼職の状況
なし

0株

〈社外監査役候補者とした理由〉
福田秀明氏は、同氏の経歴を通じて培った財務、経理等の豊富な知識・経験と幅広い見識を有しております。これらの知識

及び経験を活かし、社外の観点から質の高い監査を実施いただけるものと考え、当社社外監査役候補者といたしました。
（注）1. 福田秀明氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 福田秀明氏は、社外監査役候補者であります。なお、同氏が社外監査役に就任した場合、東京証券取引所の定めに
基づく独立役員として届出を行う予定であります。

3. 福田秀明氏が社外監査役に就任した場合、当社と同氏との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契
約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額
としております。

4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる訴訟費用・損害賠償
金等にかかる経済的損害を当該保険契約により補填することとしております。福田秀明氏が監査役に就任した場合、
同氏は当該保険契約の被保険者に含められることになります。
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第４号議案 補欠取締役１名選任の件
取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠取締役１名の選任を

お願いするものであります。
補欠取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

岡
おか

本
もと

英
ひで

男
お

(1951年２月２日生)

1983年４月 東北学院大学経済学部専任講師
1984年４月 東北学院大学経済学部助教授
1991年４月 東北学院大学経済学部教授
1997年４月 東京経済大学経済学部教授
2014年４月 東京経済大学経済学部長
2018年４月 東京経済大学学長（現在）
重要な兼職の状況
東京経済大学 学長

0株

〈補欠社外取締役候補者とした理由及び期待される役割〉
岡本英男氏は、長く教育研究の場に携わり、財政学を専攻してまいりました。2018年より東京経済大学学長に就任してお

ります。経済学の専門的見地から、当社社外取締役として客観的な視点で独立性をもって経営へ参画していただき、当社経営
の妥当性や適正の判断をいただけるものと期待しております。過去に会社経営の経験はありませんが、これまで培ってこられ
た高い見識と大学組織マネジメントの経験等を当社の経営に活かしていただけるものと考え、補欠社外取締役として選任をお
願いするものです。
（注）1. 岡本英男氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 岡本英男氏は、補欠社外取締役候補者であります。なお、同氏が社外取締役に就任した場合、東京証券取引所の定
めに基づく独立役員として届出を行う予定であります。

3. 岡本英男氏が社外取締役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する
契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責
任限度額としております。

4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる訴訟費用・損害賠償
金等にかかる経済的損害を当該保険契約により補填することとしております。岡本英男氏が取締役に就任した場合、
同氏は当該保険契約の被保険者に含められることになります。
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第５号議案 補欠監査役１名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任を

お願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

藤
ふじ

井
い

哲
てつ

哉
や

(1952年１月28日生)

1976年４月 東京ガス株式会社入社
2004年４月 同社監査部長
2011年10月 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構監事
2014年７月 東京ガスライフバルE-DO株式会社監査役
2014年７月 東京ガスライフバル多摩中央株式会社監査役
2014年７月 東京ガスライフバル南多摩株式会社監査役
2015年７月 東京ガスリックリビング株式会社監査役
2016年７月 東京ガスエスネット株式会社監査役
2017年７月 東京ガスエネワーク株式会社監査役
2017年７月 東京ガスプラスホールディング株式会社監査役
重要な兼職の状況
なし

1,600株

〈補欠社外監査役候補者とした理由〉
藤井哲哉氏は、監査業務の豊富な実務経験に基づく高い見識を有しており、当社経営の妥当性・適正性を確保する役割を果

たしていただけると判断し、補欠監査役として選任をお願いするものです。
（注）1. 藤井哲哉氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 藤井哲哉氏は、補欠社外監査役候補者であります。なお、同氏が社外監査役に就任した場合、東京証券取引所の定
めに基づく独立役員として届出を行う予定であります。

3. 藤井哲哉氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する
契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責
任限度額としております。

4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる訴訟費用・損害賠償
金等にかかる経済的損害を当該保険契約により補填することとしております。藤井哲哉氏が監査役に就任した場合、
同氏は当該保険契約の被保険者に含められることになります。
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第６号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
取締役河村桂作氏、小林祥彦氏及び塚田幸宏氏並びに監査役早山徹氏は、本定時株主総

会終結の時をもって任期満了により退任されますので、在任中の功労に報いるため、当社
役員退職慰労金に関する内規に基づき退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役河村桂作氏、小林祥彦氏及び塚田

幸宏氏については取締役会に、監査役早山徹氏については監査役の協議にご一任いただき
たいと存じます。
本議案の株主総会への付議は、役員退職慰労金に関する内規に沿って取締役会で決定し

ており相当であると判断しております。
退任取締役及び退任監査役の略歴は次のとおりであります。

氏 名 略 歴

河
かわ

村
むら

桂
けい

作
さく 2007年６月 当社取締役（現在）

2013年６月 当社常務取締役
2019年４月 当社代表取締役社長

小
こ

林
ばやし

祥
よし

彦
ひこ 2013年６月 当社取締役

2021年６月 当社常務取締役（現在）

塚
つか

田
だ

幸
ゆき

宏
ひろ

2021年６月 当社取締役（現在）

早
は

山
やま

徹
とおる

2015年６月 当社監査役（現在）

以 上
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事 業 報 告

(自至 2022
2023

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日)

1. 企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度における我が国経済は、コロナ禍からの緩やかな持ち直しが続く一方で、
世界的なエネルギー・食料価格の高騰や欧米各国の金融引き締め等による世界経済減速の影
響を受けて、先行きは不透明な状況で推移しました。
当社グループにおきましても、緩やかな回復基調のもと、各セグメントの売上高は伸長し

たものの、原材料費、動力費などの価格高騰の影響を受けて営業利益、経常利益は減益とな
りました。
この結果、当連結会計年度の売上高は、44,811百万円（前期比13.9％増）、営業利益は、

1,471百万円（同16.3％減）、経常利益は、1,553百万円（同12.6％減）となりました。親
会社株主に帰属する当期純利益につきましては、投資有価証券の売却等による特別利益230
百万円を計上し、1,169百万円（同2.2％増）となりました。

(2) 部門別の営業状況
① コラーゲン・ケーシング事業

コラーゲン・ケーシング事業は、国内販売は順調に推移し、輸出販売についても、北米
を中心に好調に推移しました。一方で、海外向けを中心に価格改定を実施したものの、原
材料及びエネルギー価格の大幅な値上がりにより、生産コストが上昇した影響を受けて減
益となりました。
この結果、コラーゲン・ケーシング事業の売上高は、9,334百万円（前期比5.1％増）、

営業利益は、379百万円（同70.4％減）となりました。
② ゼラチン関連事業

ゼラチン部門は、ソフトカプセル、グミキャンディ用途を中心に好調に推移しました。
また、経済活動の正常化に伴い、レストランやホテルなどの業務用食品用途の需要も回復
傾向にあり、増収増益となりました。ペプタイド部門は、訪日外国人客の増加、健康食品
市場の世界的な伸長を背景に国内外ともに順調に推移しました。利益面では、原料価格の
上昇や輸入為替の影響があったものの、販売価格の改定を段階的に実施した効果もあり増
益となりました。
この結果、ゼラチン関連事業の売上高は、12,263百万円（前期比18.1％増）、営業利

益は、693百万円（同22.3％増）となりました。
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③ 化粧品関連事業
化粧品部門は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う巣ごもり需要が、長引くコロナ禍で

鈍化しました。また、スキンケア通信販売市場での競争激化の影響もあり、厳しい状況で
推移しました。健康食品部門は、国内の健康食品市場全体の鈍化がみられたものの、主力
の「ニッピコラーゲン100」は健康志向の高まりを背景に好調に推移しました。
この結果、化粧品関連事業の売上高は、6,544百万円（前期比8.8％増）、営業利益は、

872百万円（同20.4％増）となりました。
④ 皮革関連事業

靴・袋物部門は、活動制限の緩和に伴い需要が回復傾向となり売上は伸長しました。利
益面においては、原材料費、加工費、輸入為替などのコスト上昇に苦戦したものの、収益
性の改善に努め増益となりました。車輌部門はハンドル用革の販売が、上海のロックダウ
ンの影響などで出荷が滞り減収となりました。
この結果、皮革関連事業の売上高は、7,315百万円（前期比15.7％増）、営業利益は、

113百万円（前連結会計年度の営業損失は133百万円）となりました。
⑤ 賃貸・不動産事業

東京都足立区の土地賃貸事業は、大規模商業施設、保育所、フットサルコート、駐車場
用地として有効活用を図っております。大阪府大阪市の土地賃貸事業は、中央区心斎橋に
おいて商業施設用地として有効活用を図るほか、浪速区なんばにおいては、「難波中二丁
目開発計画」を本格始動しております。ホテル及びオフィス棟建設は2023年１月に竣工
を迎え、同年３月には本開発エリアの正式名称を「なんばパークス サウス」に決定する
など、新規事業を着実に推進しております。
この結果、賃貸・不動産事業の売上高は、860百万円（前期比0.5％増）、営業利益は、

655百万円（同0.7％増）となりました。
⑥ 食品その他事業

有機穀物は、コンテナ不足による物流の滞りが解消傾向となり、イタリア輸入食材は、
活動制限の緩和に伴い需要の回復が進み、それぞれ増収となりました。バイオ関連製品
は、iMatrixシリーズやバイオマッシャーなどの販売が国内外製薬会社や民間研究機関を
中心に好調に推移しました。また、ペットサプリメントの売上も順調に推移しました。
この結果、食品その他事業の売上高は、8,492百万円（前期比23.2％増）、営業利益は、

324百万円（同78.7％増）となりました。
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(3) 設備投資等及び資金調達の状況
当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は、626百万円（建設仮勘定を含む）となり

ました。その主なものは、コラーゲン・ケーシング製造設備392百万円、ゼラチン・ペプタ
イド製造設備39百万円、化粧品・健康食品事業関連設備20百万円、バイオ・ケミカル事業
部製造及び研究設備12百万円、テクノセンター屋根防水補強工事26百万円、バイオマトリ
ックス研究所研究設備6百万円などであり、銀行借入及び自己資金で賄いました。なお、設
備投資の総額には消費税等は含まれておりません。また、同総額は、有形及び無形固定資産
受入ベースの数値であります。

(4) 対処すべき課題
今後の我が国経済の見通しは、コロナ禍における経済活動の制限がほぼ解消されることか

ら、イベント活動の増加、対面型サービスの復調等が見込まれ、景気回復基調が続くことが
予想されます。一方、原材料や資材の仕入価格の高騰が続き、電気・ガス等のエネルギー関
連コストも上昇していることから、製造原価の上昇が懸念されます。また、コロナ禍を契機
とした消費者の価値観や行動様式の変容への対応、SDGsをはじめとした社会的要請への対
応など、企業が取組むべき課題は多様になっております。
このような環境下において当社グループは、国内で生産を行うメーカーとしての役割と責

任を再認識するとともに、当社の事業を堅実に運営することで関連業界の維持発展に寄与し
ていきたいと考えております。

コラーゲン・ケーシング事業におきましては、生産コスト上昇に対応するため価格調整を
進めるとともに、特に海外を念頭に置いたうえでの拡販を推進してまいります。また、一層
の製造工程の見直しや創意工夫により製造コストの低減に努め、収益力の確保に注力してま
いります。
ゼラチン関連事業におきましては、国内外ともに段階的に取組んでいる価格改定を推し進

め、利益確保に注力してまいります。製造部門においては、魚由来製品の需要が落ち着き、
動物由来製品の需要が伸びてきていることから、顧客ニーズに対応した生産体制を構築する
とともに、引き続き製造費用の低減に取組んでまいります。
化粧品関連事業におきましては、アフターコロナの消費動向を見据えながら、引き続き広

告宣伝活動に注力し、客単価の増大、継続率の向上、新規顧客の獲得を目指してまいりま
す。
皮革関連事業におきましては、車輌部門は、原料価格の高騰や自動車メーカーの経営戦略

見直し等により先行き不透明な状況ではありますが、販売価格の改定に積極的に取組んでま
いります。靴・袋物部門は、活動制限の解消により、紳士靴・婦人靴ともに回復傾向にあり
ます。特に紳士靴では、当社の業界間口の広さを活用して様々な角度から、売上拡大に取組
んでまいります。
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賃貸・不動産事業におきましては、当社が参画している「千住大橋駅周辺地区まちづくり
計画」及び「難波中二丁目開発計画」改め「なんばパークス サウス」は順調に推移してお
ります。引き続き、同地区の認知度向上を図り、資産価値の向上と事業収益の最大化に取組
んでまいります。
食品その他事業におきましては、有機穀物の貿易部門は、国内販売は厳しい状況が続くも

のと予測されるため、好調な輸出販売に注力してまいります。イタリア食材部門は外食産業
の復調が期待されるものの、食材輸入価格の上昇に対応するため、販売価格の見直しを進め
てまいります。バイオ関連部門は、今後も持続的な伸長が見込まれる再生医療分野に引き続
き注力してまいります。

当社グループは、社会的責任を果たすことが企業継続の基礎であると認識し、法令・諸規
程等の遵守に努め、公正かつ適切な経営の実現に取組んでおります。
当社サステナビリティ委員会は、SDGsをはじめとする社会課題に対応する組織として

2021年11月に設立し、重要課題の選定、各種方針類の整備、各事業の取組みや課題の棚卸
などの体制整備を行ってまいりました。今後も定期的に活動し、当社におけるサステナブル
な取組みを推し進めるとともに、コンプライアンスの徹底や、コーポレートガバナンス・コ
ードに基づく経営体制の強化、地球温暖化防止への取組み、人権への配慮や多様性の確保と
いった活動を通じて、ステークホルダーの皆様からの信頼と共感を得られるよう努めてまい
ります。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げま
す。
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売上高 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益

1株当たり当期純利益

（百万円）（百万円） （百万円）

（円） 総資産／純資産
総資産 純資産

（百万円）１株当たり純資産 （円）

42,410

1,733

1,271

9,731.20
67,652

28,528

35,595

842

4,219

11,268.74 69,410

32,966

39,349

1,776

1,144

11,617.32 68,417

33,996

44,811

1,553

1,169

406.79

11,982.7111,982.71 69,564

35,077

441.90

1,467.11

397.95

第174期 第176期第175期第173期 第174期 第176期第175期 第174期 第176期第175期第173期 第173期

第174期 第176期第175期第173期第174期 第176期第175期第173期第174期 第176期第175期第173期

(5) 財産及び損益の状況の推移
期 別

項 目
第173期
(2019.4.1～
2020.3.31)

第174期
(2020.4.1～
2021.3.31)

第175期
(2021.4.1～
2022.3.31)

第176期
(2022.4.1～
2023.3.31)

売 上 高（百万円) 42,410 35,595 39,349 44,811
経 常 利 益（百万円) 1,733 842 1,776 1,553
親会社株主に帰属
する当期純利益（百万円) 1,271 4,219 1,144 1,169
一
株
当
た
り

当 期 純 利 益（円) 441.90 1,467.11 397.95 406.79

純 資 産（円) 9,731.20 11,268.74 11,617.32 11,982.71
総 資 産（百万円) 67,652 69,410 68,417 69,564
純 資 産（百万円) 28,528 32,966 33,996 35,077
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(6) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係

該当事項はございません。
② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 主 要 な 事 業 内 容
百万円 ％

株式会社ニッピコラーゲン化粧品 450 100.0 化粧品、健康食品の販売
株 式 会 社 ニ ッ ピ ・ フ ジ タ 100 88.5 皮革製品の仕入販売
大 鳳 商 事 株 式 会 社 90 82.1 貿易業

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はございません。

(7) 主要な事業内容
コラーゲン製品、ゼラチン製品、コラーゲン化粧品、皮革製品、健康食品等の製造販売を
主な内容とし、貿易関連、不動産管理その他の事業活動を展開しております。

コラーゲン製品：ソーセージ用コラーゲン・ケーシング、化粧品用コラーゲン等
ゼ ラ チ ン 製 品：医薬用・食品用・写真用・工業用ゼラチン及びペプタイド等
化粧品・健康食品：コラーゲンを主成分とした化粧品、健康食品等
皮 革 製 品：車輌用革、靴製品等
賃 貸 ・ 不 動 産：社有不動産の賃貸
食 品 そ の 他：食材、有機農産物等の食品、BSE検査キット、

バイオ製品(iMatrixシリーズ等)、化成品(Vフォーム)、
リンカー製品(塗装用マスキングフィルム等)等
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(8) 主要な事業所、営業所及び工場

株式会社ニッピ
本 店 東京都足立区
研 究 所 茨城県取手市
工 場 静岡県富士宮市（３拠点）

株式会社ニッピコラーゲン化粧品(子会社） 本 店 東京都足立区
大鳳商事株式会社(子会社） 本 店 東京都中央区
株式会社ニッピ・フジタ(子会社） 本 店 東京都台東区

(9) 従業員の状況
① 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減
611名 9名増

(注) 上記従業員数には、臨時従業員189名(嘱託社員、パートタイマー、派遣社員)は含まれておりません。

② 当社の従業員の状況
区 分 従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数
男 子 345名 8名増 40.6歳 17.5年
女 子 101名 3名増 35.2歳 11.6年
合計又は平均 446名 11名増 39.3歳 16.1年

(注) 上記従業員数には、出向社員18名を含んでおります。
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(10) 主要な借入先の状況
借 入 先 借 入 残 高

百万円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 3,292
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 3,156
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,854
み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,035
株 式 会 社 り そ な 銀 行 906
株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 822
株 式 会 社 千 葉 興 業 銀 行 708

2. 会社の株式に関する事項
(1) 発行可能株式総数 11,550,000株
(2) 発行済株式の総数 2,876,024株（自己株式12,976株を除く）
(3) 株 主 数 3,271名
(4) 大 株 主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
千株 ％

株 式 会 社 リ ー ガ ル コ ー ポ レ ー シ ョ ン 415 14.45
大 成 建 設 株 式 会 社 222 7.74
株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 119 4.15
中 央 建 物 株 式 会 社 116 4.05
東 京 建 物 株 式 会 社 100 3.48

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口） 88 3.09

NOMURA CUSTODY NOMINEES LIMITED OMNIBUS-FULLY PAID(CASHPB) 84 2.95
PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 75 2.61
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 69 2.43
み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 60 2.09
(注) 1. 千株未満は切り捨てて表示しております。

2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
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3. 会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役の氏名等

（2023年３月31日現在）
地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役
会 長 伊 藤 隆 男

大鳳商事株式会社代表取締役社長
大倉フーズ株式会社代表取締役会長
ニッピ都市開発株式会社代表取締役会長
日本皮革株式会社代表取締役
中央建物株式会社社外取締役

代表取締役
社 長 河 村 桂 作

株式会社ニッピ・フジタ代表取締役社長
Nippi（Thailand）Co.,Ltd.代表取締役社長
株式会社ボーグ代表取締役社長
一般財団法人日本皮革研究所理事長

常務取締役 小 林 祥 彦 コラーゲン･ケーシング製造設備開発・バイオマトリックス研究所担当

取 締 役 井 上 善 之 経理部長、総務部・皮革事業部・財務部門担当
日皮（上海）貿易有限公司董事長

取 締 役 塚 田 幸 宏 ゼラチン事業部担当
NIPPI COLLAGEN NA INC.取締役社長

取 締 役 深 澤 幸 洋 コラーゲン事業部芝川工場長、コラーゲン事業部製造部門担当

取 締 役 伊 藤 裕 子 経営企画室長、化粧品･健康食品事業部・関係会社・知財担当
株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長

取 締 役 村 上 勝 彦 東京経済大学名誉教授
公益財団法人大倉文化財団理事長

常勤監査役 伊 藤 政 人
常勤監査役 吉 田 安
監 査 役 早 山 徹 NPO法人リアルタイム地震・防災情報利用協議会会長

監 査 役 大 倉 喜 彦
中央建物株式会社代表取締役社長
株式会社リーガルコーポレーション社外監査役
株式会社ホテルオークラ取締役会長

(注) 1. 常勤監査役吉田安氏は、当社子会社の大鳳商事株式会社の経理部門に長年在籍し、2003年５月から2014年５
月まで取締役及び常務取締役として経理部門を担当しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する
ものであります。

2. 取締役村上勝彦氏は、社外取締役であります。
3. 監査役のうち、早山徹、大倉喜彦の両氏は、社外監査役であります。
4. 取締役村上勝彦、監査役大倉喜彦の両氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
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(2) 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役村上勝彦氏、社外監査役早山徹氏、大倉喜彦氏、監査役伊藤政人氏及

び吉田安氏との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について、同法第427条第１項に基
づき、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は優れた人材の確保及び職務執行の萎縮の防止のため、会社法第430条の３第１項に規

定する役員等賠償責任保険契約を、以下の内容を概要として保険会社との間で締結しておりま
す。
① 被保険者の範囲

当社の取締役及び監査役全員
② 被保険者の実質的な保険料負担割合

保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありませ
ん。

③ 填補の対象となる保険事故の概要
特約部分も含め、被保険者である役員等が職務の執行に関し責任を負うこと、または当該
責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補します。
ただし、法令違反の行為であることを認識して行った場合等、一定の免責事由があります。

(4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針という。）を取
締役会決議により定めており、その内容は以下のとおりです。
ａ 基本方針
・各役員の役割及び責任に応じた報酬体系を整備し運用することにより、ステークホル
ダーに対し透明性と公平性を確保します。

・業務を執行する役員の業績向上意欲を高め、中長期的な企業価値の向上に資すること
により、ステークホルダーと利益を共有するものとします。

・報酬体系とその水準は、当社の業績を基本とし、経済情勢等を勘案して見直しを行い
ます。

ｂ 報酬体系
取締役の報酬は、月次で支給する基本報酬と短期の会社業績に連動する短期業績連動

報酬、退任時に支給する退職慰労金で構成しております。なお、年間の報酬を100とし
たとき、基本報酬と短期業績連動報酬はおおむね75：25を基準とします。
・基本報酬
内規に基づき、各取締役の職責や役位、在位に応じて月次で金銭支給します。

・短期業績連動報酬（賞与）
短期業績連動報酬の額の算定基礎として選定した業績指標の内容は、連結及び単体の
売上高、経常利益、当期純利益等であり、事業環境等の外的要因を含め総合的に評価
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を行います。また、当該業績指標を選定した理由は事業の成績等を表す指標であり、
取締役の業績向上意欲を高めるためには重要な指標であると認識しているためであり
ます。短期業績連動報酬の額の算定方法は、業績指標に対する評価に連動し、各取締
役の業績への貢献度等を加味して７月、12月に金銭支給します。なお、当事業年度
の業績指標は、連結損益計算書及び損益計算書に記載のとおりです。

・退職慰労金
内規に基づき在任期間、役位に応じた基準額に、在任期間にわたる当社業績に対する
貢献度を加味し、株主総会にて支給を決定し退任時に金銭支給します。

※社外取締役は業務執行から独立した立場で監督・助言を行うため、短期業績連動報酬
とはなじまないため、今後は固定報酬のみとすることを検討してまいります。

ｃ 報酬決定の手続き
・取締役の報酬は、取締役会で連結及び単体の業績指標等を対計画・対前年度、経営環
境等の観点から分析、評価し基準を確定したのち、取締役会から委任された代表取締
役社長が、第160回定時株主総会で承認された総額の範囲内で決定します。

・監査役の報酬は、第160回定時株主総会で承認された総額の範囲内で、監査役の協議
に基づき決定します。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2007年６月28日開催の第160回定時株主総会において、年

額２億５千万円以内（うち、社外取締役年額１千万円以内）と決議されております（使用
人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該定時株主総会終結時点での取締役の員数
は８名（うち、社外取締役は１名）です。
監査役の金銭報酬の額は、2007年６月28日開催の第160回定時株主総会において、年

額５千万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は４名
です。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長河村桂作が取締役の個

人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は内規に基づき算定された基本報酬に対し、各取締役の業績に応じた貢

献度を評価し最終の報酬を決定します。
これらの権限を委任した理由は、個人別の業績に応じた貢献度の評価を行うには、取締

役会の場ではなじまないと判断しております。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、評価基準の決定を

行っており最終の報酬決定に対し、内規から逸脱していないかの監督をする等の措置を講
じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役
会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
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④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役 員 区 分 報 酬 額 の 総 額
(百万円)

報酬等の種類別の総額（百万円） 対 象 と な る
役 員 の 員 数

（人）基 本 報 酬 業績連動報酬等 退 職 慰 労 金
取 締 役

（うち社外取締役）
226
(6)

154
(4)

41
(0)

30
(0)

8
(1)

監 査 役
（うち社外監査役）

55
(20)

48
(18)

－
(－)

6
(1)

4
(2)

合 計
(うち社外役員)

281
(26)

203
(23)

41
(0)

36
(2)

12
(3)

(注) 1. 上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人給与分は含まれておりません。
2. 業績連動報酬等は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しております。
3. 退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。

(5) 社外役員に関する事項
① 取締役 村上勝彦氏
ア．重要な兼職先と当社との関係

公益財団法人大倉文化財団の理事長であります。同法人は当社の株主であるほか特別
の利害関係はございません。

イ．主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はございません。

ウ．当事業年度における主な活動状況
当事業年度に開催された取締役会19回中18回に出席し、経済学の専門家、学校法人
の経営者として培ってこられた高い見識と豊富な経験から、議案の審議に必要な意見
を述べられました。
（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第26条２項の規定に基づき、

取締役会決議があったものとみなす書面決議が１回ありました。
エ．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

各議案の審議に対する意見を独立性をもった客観的な立場から述べられたほか、取締
役の業務執行について、その妥当性や適正等の監督に努められました。

② 監査役 早山徹氏
ア．重要な兼職先と当社との関係

NPO法人リアルタイム地震・防災情報利用協議会の会長であります。同法人と当社
との間に特別の利害関係はございません。

イ．主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はございません。

ウ．当事業年度における主な活動状況
当事業年度に19回開催された取締役会、６回開催された監査役会の全てに出席し、企業
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経営に関する豊富な経験と幅広い見識から、議案の審議に必要な意見を述べられました。

③ 監査役 大倉喜彦氏
ア．重要な兼職先と当社との関係

中央建物株式会社の代表取締役社長であります。同社は当社の株主であるほか特別の
利害関係はございません。なお、当社代表取締役会長伊藤隆男氏は、同社の社外取締
役を兼務しております。
株式会社リーガルコーポレーションの社外監査役であります。同社は当社の主要株主
(自己株式を除く持株比率14.45％)であります。
株式会社ホテルオークラの取締役会長であります。同社は当社の株主であるほか特別
の利害関係はございません。

イ．主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はございません。

ウ．当事業年度における主な活動状況
当事業年度に開催された取締役会19回中17回、６回開催された監査役会の全てに出席
し、会社経営の豊富な経験と幅広い見識から、議案の審議に必要な意見を述べられまし
た。
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4. 会計監査人に関する事項
(1) 会計監査人の名称

アーク有限責任監査法人

(2) 報酬等の額
① 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 32百万円
② 当事業年度に係る非監査業務に基づく報酬額 －百万円
③ 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額 32百万円
(注) １．会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由

当社監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの報告聴取や関連資料の入手等を通じて、会
計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を
検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監
査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係
る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務以外の業務(非

監査業務)を委託しておりません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる

場合は、監査役全員の合意に基づき、監査役会が会計監査人を解任する方針です。この場合
は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、監査役会が選定した監査役から、会計
監査人を解任した旨と解任の理由を報告する方針です。
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5. 業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要
当社及び当社子会社が、業務の適正を確保するための体制として、取締役会において決議し

た事項及びその運用状況の概要は次のとおりであります。
当社グループは、企業価値の向上に継続的に取組み、社会的貢献と企業の利益創出の同時実

現を通じて、社会の信頼を確保することを経営理念とする。
これを実現するために、
① 当社グループは、永年培った技術開発力をベースに、「お客様ニーズ」に合致する高品

質の製品を提供し、「顧客満足度」を高めることで、中長期的成長の持続を目指す。
② 当社グループは、社会的責任を果たすことが企業継続の基礎と認識し、法令・諸規程等

の遵守に努め、公正かつ適切な経営の実現を図る。
③ 当社グループは、意思決定プロセスの明確化と意思決定の迅速化に努める。

(1) 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制

① 当社グループの取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範のもとにそ
の職務を遂行すべく、リスクマネジメント委員会が取締役及び使用人に対するコンプラ
イアンス体制の強化を図る。また、リスクマネジメント委員会は業務全般に関して法
令・定款及び社内規程等の遵守状況を定期的に取締役会及び監査役に報告する。

② 法令上疑義のある行為等が報告された場合、取締役会は報告された事実に対する調査を
行い適切な対策を講じるとともに、その内容を当社グループ全体に周知徹底する。

③ リスクマネジメント委員会は、企業倫理規範及びコンプライアンス体制に係る規程とし
て制定した、当社企業グループ共通の「私たちの行動規準」の周知徹底のため、当社グ
ループ内におけるコンプライアンスの教育・啓発に努める。

(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役又は使用人の職務執行に係る重要な決定事項、議事録並びに情報等は、文書又は

電磁的媒体に記録し、文書管理規程に従い、適切に保存し管理する。
② 取締役及び監査役は常時これを閲覧できる体制をとる。

(3) 当社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
① 各部門所管業務に付随するリスク管理は担当部門長が行い、適宜リスクマネジメント委

員会に報告し、リスクマネジメント委員会が、組織横断的リスク状況の把握、分析、監
視を行い、リスクの未然防止を図る。

② 取締役会は、大地震、大規模災害その他事業を継続する上での有事に際しては、取締役
社長を本部長とする「緊急対策本部」が迅速に機能する態勢を整備する。

③ 安全・衛生、環境、防火・防災、犯罪等リスクを専管する組織として「安全衛生委員
会」を定期的に開催し、課題の把握、対応策の確認並びに全社への情報伝達を行う。ま
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た、リスク度の高い案件についてはリスクマネジメント委員会へ報告を行う。
④ 法令違反その他の事由により損失の危険のある業務執行行為が発見された場合、又は、

経営に重大な影響を及ぼす案件が発生した場合には、管理部門管掌役員を委員長とする
「リスク管理委員会」を設置し、適切に対処を図る。

(4) 当社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会規程に基づき、必要な決定と業務の執行を行う。
② 取締役会の意思決定の妥当性と客観性を高めるため、社外取締役を置く。
③ 取締役・執行役員を構成員とする経営会議を定期的に開催し、取締役の業務執行状況の

監督等を行う。
④ 業務の運営については、中長期経営計画及び経営計画に基づく年度予算を策定し、全社

的業績目標と予算の設定を行う。各部門においては、その目標を達成するための具体策
を立案し実行する。また、その結果については、毎月の経営会議で報告フォローする。

⑤ 日常の業務執行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき権限委譲がなさ
れ、各部門・レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行する。

(5) 当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社の取締役会は、社会的責任を果たしていく上で不可欠なコンプライアンス意識を、

当社グループ共通のものとするため、「私たちの行動規準」の周知徹底を図ることに加
え、当社グループの企業集団として業務の適正と効率性を確保するため、グループ各社
より、適宜、取締役会議事録等の経営資料の徴求及び営業成績、財務状況その他重要な
情報について、定期的に報告を受ける等、経営状況の把握を行うとともに、経営管理及
び内部統制に関する指導・助言の充実に努める。

② 当社グループのセグメント別事業に関し責任を負う取締役を任命し、グループ会社を含
め、法令遵守、リスク管理体制を構築する権限と責任を付与し、報告を求めるなど、こ
れらを横断的に統括推進する。

③ 当社は、子会社の自主性を尊重するとともに毎月定期的に開催される経営会議で、重要
案件についての協議を行うこと等により、子会社の取締役の職務の執行の効率性を確保
するものとする。

④ 子会社において、法令等に違反又はその懸念がある事象が発生あるいは発覚した場合、
速やかに当社のリスクマネジメント委員会に報告する体制を構築する。

⑤ 外国の子会社については、当該国の法令等の遵守を優先し、可能な範囲で本方針に準じ
た体制を構築する。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役会はその具体
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的人選等につき監査役と協議の上、当該使用人を配置する。

(7) 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実
効性確保に関する事項

① 監査役を補助すべき使用人の職務執行については、取締役等の指揮命令からの独立性を
確保し、また、同使用人の人事に関する事項については、監査役の意見を尊重する。

② 監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役より受けたその監査役の職務に必要な範囲
内において、取締役、他の使用人の指揮命令は受けないこととする。

(8) 当社及び当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
① 当社及び当社グループの取締役又は使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、

当社グループに重大な影響を及ぼす事項、又はその恐れのある事項、内部監査の実施状
況、コンプライアンス及びリスク管理状況等を随時報告する。

② 監査役に対し、前項に定める報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利
益な取り扱いを受けることがないよう取組むこととする。

③ 常勤監査役は、取締役会、経営会議等重要会議に全て出席し、必要に応じて意見を述べ
るほか、重要な決裁書類等の閲覧、業務執行状況の聴取等を随時行い、取締役の職務執
行監視体制を確保する。

(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、監査役会が定める監査役規則、監査役監査基準等に基づき独立性と透明性を

確保しつつ、経営監視体制とコーポレートガバナンスの強化を図る。
② 監査役は業務監査室等と適宜、意見交換を行い、監査機能の有効性、効率性を高めるた

め、相互に連携を行う。
③ 監査役は当社の会計監査人と随時情報交換を行い、相互補完と連携を強化する。
④ 監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたとき

は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理す
る。

(10) 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法の定めに従い、財務報告の信頼性と適正性を確保し、内部統制報

告書の提出を有効かつ適切に行うため、代表取締役社長の指示の下、財務報告に係る内部統
制を整備し運用する体制を構築、維持する。
代表取締役社長並びに取締役会は財務報告に係る内部統制の整備及び運用に対して監督責

任を有しており、その整備状況及び運用状況を継続的に評価し、必要な是正を行う。そのた
め、代表取締役社長が直轄する業務監査室が内部監査を実施し代表取締役社長並びに取締役
会に報告する。
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(11) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
過去に発生した海外子会社における不適切な取引行為等を教訓に、当社はコンプライアン

ス、内部統制の強化に取組んでおります。また、新型コロナウイルス感染症への対策のた
め、2020年3月に代表取締役社長を本部長とする新型コロナウイルス対策本部を設置し継
続的に対応しております。今後も、内部管理体制の強化及びコーポレートガバナンスの充実
に継続的かつ実効的に取組んでまいります。なお、当事業年度の主な運用状況は次のとおり
です。
① コンプライアンスに対する取組み

当社は、取締役及び使用人が法令及び定款に従って行動するよう「私たちの行動規
準」をはじめとした社内規程の周知を図っております。また、当社及びグループ会社を
対象として、「内部通報に関する規程」を定め、内部通報体制を構築しております。リ
スクマネジメント委員会、外部顧問弁護士、監査役会等に窓口を設置し、運用しており
ます。「私たちの行動規準」「内部通報制度」に関する小冊子を作成し、従業員等の入社
時に配布・教育を行い、一人ひとりに対し周知の徹底を図りコンプライアンスの強化に
取組みました。

② 職務執行の適正性や効率性
取締役会は社外取締役１名を含む取締役８名で構成されております。当事業年度にお

いて取締役会を19回開催したほか、会社法第370条及び当社定款第26条２項の規定に
基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議を１回おこない、会社の重要事項
について法令及び定款に基づき審議、決定しています。また、当社役員及びグループ各
社取締役、各部門の長による経営会議を11回開催して、各議案・報告について審議し、
業務の執行状況の監督を行っており、取締役の相互監視機能の強化を図っております。
当社は、取締役又は使用人の職務執行に係る重要な決定事項の議事録（株主総会議事

録、取締役会議事録、経営会議議事録等）並びに情報を法令及び文書管理規程に則り保
存期間を設定し、適切に保存しております。

③ リスク管理体制
2020年３月に設置した新型コロナウイルス対策本部において、当事業年度も継続的

な活動を行ってまいりました。具体的には対外的な情報収集、感染発生に備えた行動指
針の改定、感染時等の感染拡大を抑止する休暇制度の整備等を行い、積極的に社内に情
報を発信し、従業員等における新型コロナウイルス感染防止の啓蒙を行うとともに、従
業員等が介在する感染拡大の防止に努めました。
2022年６月１日から施行された改正公益通報者保護法に対応するため、内部通報制

度規程の改定手続きを行うとともに、「内部通報制度」に関する小冊子をリニューアル
し、従業員一人ひとりに再配布し、その周知に努めました。
また、突発的な自然災害や感染症といった非常事態でも事業を継続できるよう、既存

の事業継続計画を見直し、改定の作業に取組んでおります。
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6. 株式会社の支配に関する基本方針
（1）会社の支配に関する基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念や当社企業価
値の様々な源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業
価値ひいては株主共同の利益を確保、向上させる者でなければならないと考えております。
一方、当社の株式は上場株式であることから、当社の株主は、市場での自由な取引を通じ

て決まるものであるとともに、会社の方針の決定を支配する者も株主の皆様の意思に基づき
決定されるべきものと考えており、また、当社の支配権の移転を伴う買収行為がなされた場
合にこれに応じるか否かの判断も最終的には株主の皆様全体の意思に基づき行われるべきも
のと考えております。しかしながら、株式の大量買付の中には当社の企業価値及び株主共同
の利益に資さないものも少なくありません。
このような、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある大量買付提案又はこ

れに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切
であると考えます。

（2）基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、1907年（明治40年）に皮革生産の国産化を促進し、皮革の国内自給体制の確保

を目的に設立され、皮革産業を通じて経済の進展と国民生活の向上に寄与してまいりまし
た。
当社は、「確かな技術を基に、『お客さまのニーズ』に合致する高品質の製品を提供し、

『顧客満足度』を高めること」を通じて、企業の存在価値と企業価値の向上に継続的に取組
み、社会的貢献と企業の利益創出の同時実現を目指して、社会の信頼を確保することを経営
理念としております。「企業価値の向上」を実現するため、長年にわたり差別性の高い高付
加価値商品の研究開発と製品化に経営資源を重点投入しており、その結果は、コラーゲン・
ケーシング、コラーゲン化粧品、医薬用コラーゲン・ペプチド等々として、当社事業の根幹
を形成するに至っております。また、この経営のベースとなったのは長い期間をかけて築き
あげてきたお客様始め取引先等のステークホルダーとの密接な信頼関係であり、その維持・
向上が今後とも大切であると考えております。当社は今後とも、「品質」にこだわり、ステ
ークホルダーの皆様とともに歩むという一貫した思想のもと、当社の強みであるバイオマト
リックス研究をさらに深耕させ、様々な高機能商品の開発を推進することで、事業領域の拡
大と高収益体質化を図り、企業価値の最大化を目指してまいります。
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（3）「当社株式の大量買付行為への対応策」（以下「本プラン」という。）の内容（会社の支配
に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配さ
れることを防止する取組み）
当社は、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業

の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、2021年６月29日開催の当
社第174回定時株主総会において、株主の皆様からご承認いただき本プランを継続導入して
おります。
本プランの詳細につきましては、当社ホームページ掲載の「ＩＲ情報」の「当社株式の大

量買付行為への対応策(買収防衛策)の継続について」（2021年５月25日付）のお知らせをご
参照ください。
（アドレス https://www.nippi-inc.co.jp/IR_info/tabid/62/Default.aspx）

（4）本プランの合理性について(本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業
価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでは
ないことについて)
前記（2）に記載した基本方針の実現に資する特別な取組みは、当社の企業価値・株主共

同の利益を向上させるための具体的方策であり、当社の基本方針に沿うものです。また、前
記（3）に記載した本プランは当社の企業価値・株主共同の利益を向上させる目的をもって
導入されたものであり、当社の基本方針に沿うものです。特に本プランは、当社株式に対す
る大量買付等がなされた際に、当該買付に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるい
は当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、又は株主の皆様のた
めに買付者等と交渉を行うことなどを可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主
共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。また、本プラン
を適正に運用し、本プランの対抗措置の発動において当社取締役会によって恣意的な判断が
なされることを防止する目的で、当社取締役会の同発動に係る重要な判断の際には、当社の
業務執行から独立している委員で構成される特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限
尊重するものとしております。
本プランの有効期間は３年間であり、有効期間中であっても、当社株主の皆様の利益の観

点から随時見直しを行い、当社株主総会の承認可決を得て本プランの廃止又は変更を行うこ
とができます。また、大量買付ルールの設定、特別委員会の設置等、本プランの内容が公正
性・客観性が担保される工夫がなされていることで株主の皆様の利益に資するものであり、
当社役員の地位の維持を目的としたものではありません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
(注) 本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2023年３月31日現在)

科 目 金 額 (百万円) 科 目 金 額 (百万円)
(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産 26,766 流 動 負 債 17,434
現 金 及 び 預 金 7,012 支払手形及び買掛金 8,090
受取手形及び売掛金 8,603 短 期 借 入 金 1,892
商 品 及 び 製 品 7,966 １年内返済予定の長期借入金 4,445
仕 掛 品 681 １年内償還予定の社債 100
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 1,679 リ ー ス 債 務 46
未 収 消 費 税 等 352 未 払 法 人 税 等 414
そ の 他 528 未 払 消 費 税 等 41
貸 倒 引 当 金 △57 賞 与 引 当 金 475

固 定 資 産 42,795 役 員 賞 与 引 当 金 44
有 形 固 定 資 産 38,572 そ の 他 1,884
建 物 及 び 構 築 物 7,687 固 定 負 債 17,052
機械装置及び運搬具 812 社 債 100
土 地 28,522 長 期 借 入 金 8,312
リ ー ス 資 産 63 長 期 未 払 金 327
建 設 仮 勘 定 1,328 リ ー ス 債 務 60
そ の 他 157 繰 延 税 金 負 債 1,529
無 形 固 定 資 産 241 再評価に係る繰延税金負債 3,644
リ ー ス 資 産 38 役員退職慰労引当金 626
そ の 他 203 退職給付に係る負債 2,166
投 資 そ の 他 の 資 産 3,980 資 産 除 去 債 務 6
投 資 有 価 証 券 3,449 そ の 他 277
長 期 貸 付 金 11 負 債 合 計 34,486
繰 延 税 金 資 産 92 (純 資 産 の 部)
破 産 更 生 債 権 等 3 株 主 資 本 25,670
退職給付に係る資産 66 資 本 金 4,404
そ の 他 405 資 本 剰 余 金 1,930
貸 倒 引 当 金 △47 利 益 剰 余 金 19,374

繰 延 資 産 2 自 己 株 式 △38
その他の包括利益累計額 8,791
その他有価証券評価差額金 622
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 11
土 地 再 評 価 差 額 金 7,806
為 替 換 算 調 整 勘 定 436
退職給付に係る調整累計額 △84
非 支 配 株 主 持 分 614
純 資 産 合 計 35,077

資 産 合 計 69,564 負債及び純資産合計 69,564
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連 結 損 益 計 算 書

(自至 2022
2023

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日)

科 目 金 額 （百万円)
売 上 高 44,811
売 上 原 価 34,403
売 上 総 利 益 10,407
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,935
営 業 利 益 1,471
営 業 外 収 益

受 取 利 息 1
受 取 配 当 金 93
為 替 差 益
持 分 法 に よ る 投 資 利 益

146
19

雑 収 入 67 329
営 業 外 費 用

支 払 利 息 132
手 形 売 却 損 24
支 払 手 数 料 57
雑 損 失 33 247

経 常 利 益 1,553
特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益
会 員 権 売 却 益

220
0

国 庫 補 助 金 9 230
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 0
固 定 資 産 圧 縮 損 9
出 資 金 売 却 損 5
会 員 権 評 価 損 0 15

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,768
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 550
法 人 税 等 調 整 額 1 551
当 期 純 利 益 1,217
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 47
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,169
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連結株主資本等変動計算書

(自至 2022
2023

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日)

（単位：百万円)
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 4,404 1,930 18,377 △38 24,673
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △172 △172
親会社株主に帰属する当期純利益 1,169 1,169
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 997 △0 997
当 期 末 残 高 4,404 1,930 19,374 △38 25,670

その他の包括利益累計額
非 支 配
株主持分

純 資 産
合 計

そ の 他
有価証券
評価差額金

繰 延
ヘッジ損益

土地再評価
差 額 金

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 656 64 7,806 344 △133 8,738 583 33,996
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △172
親会社株主に帰属する当期純利益 1,169
自 己 株 式 の 取 得 △0
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △33 △52 91 48 53 30 84

当 期 変 動 額 合 計 △33 △52 － 91 48 53 30 1,081
当 期 末 残 高 622 11 7,806 436 △84 8,791 614 35,077
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貸 借 対 照 表
(2023年３月31日現在)

科 目 金 額 (百万円) 科 目 金 額 (百万円)
(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産 15,680 流 動 負 債 12,862
現 金 及 び 預 金 2,467 支 払 手 形 4,416
受 取 手 形 778 買 掛 金 1,254
電 子 記 録 債 権 16 短 期 借 入 金 1,100
売 掛 金 4,772 １年内返済予定の長期借入金 3,984
商 品 及 び 製 品 4,747 未 払 金 310
仕 掛 品 596 未 払 法 人 税 等 183
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 1,625 賞 与 引 当 金 350
未 収 消 費 税 等 320 役 員 賞 与 引 当 金 19
そ の 他 370 そ の 他 1,243
貸 倒 引 当 金 △16 固 定 負 債 15,709

固 定 資 産 42,755 長 期 借 入 金 7,507
有 形 固 定 資 産 37,576 長 期 未 払 金 327
建 物 及 び 構 築 物 7,050 繰 延 税 金 負 債 1,484
機械装置及び運搬具 727 再評価に係る繰延税金負債 3,644
土 地 28,302 退 職 給 付 引 当 金 1,868
建 設 仮 勘 定 1,328 役員退職慰労引当金 349
そ の 他 166 そ の 他 527
無 形 固 定 資 産 59 負 債 合 計 28,572
投 資 そ の 他 の 資 産 5,119 (純 資 産 の 部)
投 資 有 価 証 券 3,175 株 主 資 本 21,431
関 係 会 社 株 式 906 資 本 金 4,404
関 係 会 社 出 資 金 933 資 本 剰 余 金 1,186
前 払 年 金 費 用 42 資 本 準 備 金 1,186
そ の 他 104 利 益 剰 余 金 15,879
貸 倒 引 当 金 △41 利 益 準 備 金 165

そ の 他 利 益 剰 余 金 15,714
買換資産圧縮積立金 1,549
別 途 積 立 金 806
繰 越 利 益 剰 余 金 13,358

自 己 株 式 △38
評 価 ・ 換 算 差 額 等 8,430
その他有価証券評価差額金 617
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 6
土 地 再 評 価 差 額 金 7,806
純 資 産 合 計 29,862

資 産 合 計 58,435 負債及び純資産合計 58,435
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損 益 計 算 書

(自至 2022
2023

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日)

科 目 金 額 （百万円)
売 上 高 27,919
売 上 原 価 21,862
売 上 総 利 益 6,057
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,460
営 業 利 益 597
営 業 外 収 益

受 取 利 息 0
受 取 配 当 金 178
為 替 差 益 79
雑 収 入 51 309

営 業 外 費 用
支 払 利 息 100
手 形 売 却 損 24
支 払 手 数 料 57
雑 損 失 28 210

経 常 利 益 695
特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 220
会 員 権 売 却 益 0
国 庫 補 助 金 9 230

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 0
固 定 資 産 圧 縮 損 9
会 員 権 評 価 損 0 9

税 引 前 当 期 純 利 益 916
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 265
法 人 税 等 調 整 額 △26 239
当 期 純 利 益 677
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株主資本等変動計算書

(自至 2022
2023

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日)

（単位：百万円)
株 主 資 本

資本金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資 本

準備金
資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金 利 益
剰余金
合 計

買換資産
圧縮積立金

別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 4,404 1,186 1,186 165 1,549 806 12,853 15,374 △38 20,926
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △172 △172 △172
当 期 純 利 益 677 677 677
自己株式の取得 △0 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － － 505 505 △0 504
当 期 末 残 高 4,404 1,186 1,186 165 1,549 806 13,358 15,879 △38 21,431

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 649 △0 7,806 8,455 29,382
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △172
当 期 純 利 益 677
自己株式の取得 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) △32 7 △24 △24

当 期 変 動 額 合 計 △32 7 － △24 480
当 期 末 残 高 617 6 7,806 8,430 29,862
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2023年５月22日
株式会社ニッピ

取締役会 御中
アーク有限責任監査法人
東京オフィス

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 米 倉 礼 二

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 藤 本 幸 宏

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ニッピの2022年４月１日から2023年

３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社ニッピ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応

した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会 に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項
について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会 に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽
減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2023年５月22日
株式会社ニッピ

取締役会 御中
アーク有限責任監査法人
東京オフィス

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 米 倉 礼 二

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 藤 本 幸 宏

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ニッピの2022年４月１日から

2023年３月31日までの第176期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関
する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会 に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項
について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会 に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽
減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第176期事業年度の取締役の職
務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致
した意見として本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(１) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果

について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(２) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等
に従い、新型コロナウイルス感染症に対する対応策として電話回線又はインターネット等
を経由した手段を活用しながら、監査いたしました。
① 取締役、内部監査部門、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報収集及び監査環境
整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議にオンライン形式による会議も含め
て出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎
通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保す
るために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整
備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ
ステム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
なお、財務報告に係る内部統制については、内部監査部門、会計監査人と適切な連携を
図り取締役等及び会計監査人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの
各取組み（株式会社の支配に関する基本方針）については、取締役会その他における審
議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保
するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」(平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。
なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監

査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連
結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）
について検討いたしました。

２．監査の結果
(１) 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムの運用に関しては継続的に改善が図られていることを確認しており、
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、
財務報告に係る内部統制を含め指摘すべき事項は認められません。

四 事業報告に記載されている株式会社の支配に関する基本方針については、指摘すべき
事項は認められません。また、事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第
３号ロの各取組みは当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損な
うものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認
めます。

(２) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人アーク有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(３) 連結計算書類の監査結果
会計監査人アーク有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年５月25日
株式会社ニッピ 監査役会

常 勤 監 査 役 伊 藤 政 人 ㊞

常 勤 監 査 役 吉 田 安 ㊞

社 外 監 査 役 早 山 徹 ㊞

社 外 監 査 役 大 倉 喜 彦 ㊞

以 上

2023年05月27日 09時51分 $FOLDER; 47ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



東口

南口

北口

日
光
街
道千住大橋

さくら公園フットサル場

千住
スポーツ
公園

千住大橋駅

ニッピ
ビル
（本社）
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足立市場前
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至 青砥→

至 草加

墨堤通り

中学校
河原
稲荷神社
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テクノ
センター

←至 日暮里

株式会社ニッピ

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会 場 交 通

東京都足立区千住緑町一丁目１番１号
当社本店１階ホール
電話 03-3888-5111（代表）

京成本線 千住大橋駅 徒歩６分
（駐車場が手狭なため、お車でのご来場はご遠慮願います。）
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